川越町書かない窓口システム導入業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領

１．業務概要
（１）目的
書かない窓口システムを導入するにあたり、公募型プロポーザル方式により、豊富な知識と専門的な企画力を有する事業者から広く提案を募り、総合的な審査により、最も優秀な者を選定することを目的とする。
（２）業務名
川越町書かない窓口システム導入業務委託
（３）履行場所
　　　　川越町豊田一色２８０番地地内
（４）業務内容
別紙「川越町書かない窓口システム導入業務委託仕様書」のとおり
（５）履行期間
契約締結の日から令和９年３月31日まで

２．プロポーザルの実施方式
公募型プロポーザル方式

３．契約方法
随意契約（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項第２号）により契約を締結する。

４．見積価格上限額等
この業務に係る見積価格上限額は、次のとおりとする。業務委託料及び運用保守費用の積算にあっては、それぞれ見積価格上限範囲内とすること。
・初期構築に係る見積価格上限額　47,828,660円（消費税額及び地方消費税額を含む。）
　　　・運用保守に係る月額見積価格上限額　423,500円（消費税額及び地方消費税額を含む。）
５．参加資格
公告日現在、川越町競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、次の各号のすべてに該当するものとする。
（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項に該当しない者であること。
（２）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者で
あること。
（４）川越町建設工事等指名競争入札参加者資格（指名）停止基準要綱（平成18年要綱第21号）
に基づく 指名停止措置を受けていない者であること。
（５）川越町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成20年要綱第21号）に基づく指名除外の措置を受けていない者であること。
（６）書かない窓口導入のために調達するシステムは、デジタル庁が公募した「ガバメントクラウドにおける地方公共団体への窓口DXSaaS提供-令和８年度募集-」の採択を受けていること。
（７）他の自治体で、書かない窓口システムの導入実績があること。

６．技術提案を求める内容
別紙「川越町書かない窓口システム導入業務委託仕様書」のとおりとする。

７．スケジュール
	内容
	期日等

	（１）プロポーザル公告              
	令和８年　５月　８日（金）

	（２）質問書の提出期限              
	令和８年　５月　１4日（木）

	（３）質問書に対する回答期限        
	令和８年　５月　１9日（火）予定

	（４）参加申込書の提出期限          
	令和８年　５月　２２日（金）

	（５）企画提案書等の提出期限        
	令和８年　５月　２７日（水）

	（６）プレゼンテーション等　　　    
	令和８年　５月　２９日（金）予定

	（７）審査結果発表及び通知          
	令和８年　６月　　４日（木）予定



８．実施要領の配布
　　（１）配布書類
　　　 ①川越町書かない窓口システム導入業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領（本書）
 　　  ②川越町書かない窓口システム導入業務委託仕様書
　　　 ③様式１～４
（２）配布期間　令和８年５月８日（金）～22日（金）　午後４時３０分まで
（３）配布方法
       ①川越町ホームページ（https://www.town.kawagoe.mie.jp）からダウンロード
       ②「１９．問い合わせ（書類提出先・質問書送付先）」での配布（閉庁日を除く。）

９．参加手続等
　　本プロポーザルへの参加を希望する場合は、次により参加申込書等を提出すること。
（１）受付期間
令和８年５月８日（金）から令和８年５月22日（金）
午前９時から午後４時３０分まで（閉庁日を除く。）
（２）提出書類
①参加申込書（様式１）
②会社概要及び業務実績書（様式２）
③業務実績として様式２に記載した業務の契約書の写し
④会社概要のわかるパンフレット等（既存のもので可）
　（３）提出方法
   　　 郵送又は持参とする。
郵送の場合は簡易書留とし、封筒の表に「プロポーザル参加申込書在中」と書いて、提出期限ま
に届くように発送すること。
持参の場合は、受付期間中の午前９時から午後４時３０分までの間に受け付ける（閉庁日を除く。）。
（４）提出先
　　　提出先は「１９．問い合わせ（書類提出先・質問書送付先）」のとおり。
（５）提出部数
①参加申込書（様式１）　　　　　　　　・・・１部
　　　　②会社概要及び業務実績書（様式２）　　・・・１部
　　　　③②に記載した業務実績の契約書の写し　・・・各１部
④会社概要のわかるパンフレット等　　　・・・１部

１０．質問及び回答
    　本プロポーザルに関して質問があるときは、質問書（様式３）を作成し、次により提出すること。
 （１）受付期間
令和８年５月８日（金）～１4日（木）　午後４時３０分まで（必着）
（２）提出方法
「１９．問い合わせ（書類提出先・質問書送付先）」に持参、郵送又は電子メールにより提出すること。
なお、 電子メールにより提出する場合は、質問書（様式３）を添付し、メール送信後、到着確認のため提出先に電話連絡すること。
持参の場合は、受付期間中の午前９時から午後４時３０分までの間に受け付ける（閉庁日を除く。）。
提出先は「１９．問い合わせ（書類提出先・質問書送付先）」のとおり。
（３）質問に対する回答
令和８年５月19日（火）午後４時頃、川越町ホームページ（トップページ）の新着情報に、掲載することとする。ただし、質疑の内容によっては、回答できない場合がある。
なお、回答に対する問い合わせ及び異議申し立ては、受け付けない。
質問に対する回答は一括して質問回答書として取りまとめ、掲載することとし、個別回答は行わない。

１１．企画提案書等の作成及び提出
（１）提出書類
①企画提案書（様式４）　　　
②企画提案書（任意書式）　　　　　　　　　　　
・提案書の規格はＡ４判（Ａ３折込可）とし、次の表の提案項目ごとに、提案内容を具体的かつわかりやすく記載すること。
・企画提案書（プレゼンテーション当日に使用する資料も含む。）には、会社名等を記載しないこと。
　　 ③見積書（様式７）
　　　　ア　初期構築費用
　　　　　　川越町書かない窓口システムの構築に必要な初期構築費用（消費税及び地方消費税を含んだ
金額並びに構築に必要と考えられるすべての費用）を見積もること。また、見積書には構築費
用の明細書を作成し、添付すること。
　　　　イ　運用保守月額費用
　　　　　　川越町書かない窓口システムの運用保守に必要な月額費用及び明細（消費税及び地方消費税
を含んだ金額並びに構築に必要と考えられるすべての費用）を見積もること。
     ④機能要件確認表（様式８）
　　　　№１～№４５までの項目に対して、対応欄に〇、△、×のいずれかを記入すること。
　　　　○・・・パッケージ標準機能で提供可能な場合。
　　　　△・・・提案価格内の代替案で提供可能な場合。代替案を備考欄に明記すること。
　　　　×・・・対応不可又は提案価格内の提供ができない場合。
（２）企画提案書の内容
　　　提案内容は、別紙「川越町書かない窓口システム導入業務委託仕様書」及び以下の内容を踏まえた
うえで、図や表などを用いて分かりやすく簡潔に記載すること。なお、企画提案書提出日現在で、別紙「川越町書かない窓口システム導入業務委託仕様書」の機能要件を一部満たしておらず、かつ運用開始予定日までに事業者の責任において確実に構築し、運用可能である場合は、その期日を明示すること。また、類似機能を有する代替案を提案することも可とするが、その場合、機能の特徴やメリット及びデメリット等について明示すること。
企画提案書及び見積書等の提出時には、次に掲げる資料及び部数を提出すること。
	提案事項
	提案内容等

	企業実績・
実施体制
	・他の自治体での「書かない窓口システム」の導入実績は十分にあるか
・導入スケジュールに無理がなく、任せて安心できる体制かどうか

	機能性と協調性
	・マイナンバーカードを活用した機能になっているか
・自動判定など案内漏れを防ぐような機能になっているか
・ＢＰＲ(業務改善)について会議に同席し柔軟にシステムの設定変更やアドバイスができる協力的な姿勢が見えるか

	画面デザイン・
操作性
	・住民側の操作が容易で手間が発生しないかどうか
・住民が見る画面の文字やデザインは見やすいものであるか
・何の手続きをしているのか、住民から見てわかりやすいものであるか
・職員画面が直感的に操作しやすい画面であるかどうか

	保守・運用
サポート体制
	・早急にトラブルが解決できる体制かどうか
・導入前に丁寧な操作研修があり導入後も操作について容易に問合せできる体制かどうか

	独自提案
	・窓口をさらに便利にするための「プラスアルファの工夫やアイデア」が提案されているか。
・その提案が本町の規模や実情に合っており、「本当に住民や職員の役に立つ（実現可能性が高い）」内容であるか。


・企画提案書に用いる文言は、専門知識を有しない者でも理解できるよう留意すること。
・両面印刷は可、刷色は任意とする。
・企画提案は、１者１提案とする。

（３）企画提案書等の提出方法等
　①提出期限　令和８年５月２7日（水）　午後４時３０分まで（必着）
②提出方法
「１９．問い合わせ（書類提出先・質問書送付先）」に郵送又は持参すること。
郵送の場合は簡易書留とし、封筒の表に「企画提案書在中」と書いて、提出期限までに届くように発送すること。
持参の場合は、提出期限の午前９時から午後４時３０分までの間に受け付ける（閉庁日を除く。）。
（４）提出部数
①企画提案書（様式４）      ・・・・・１部
②企画提案書（任意書式）    ・・・・・９部
③業務実施体制調書（様式５）  ・・・・１部
④プロジェクト管理者調書（様式６）・・１部
⑤提案見積書（様式７）      ・・・・・１部
⑥⑤の明細書（任意書式）    ・・・・・１部
➆機能要件確認表（様式８）   　 ・・・１部

１２．審査委員会
選定にあたって、庁内に「川越町書かない窓口システム導入業務委託公募型プロポーザル審査委員会」（以下「審査委員会」という。）を設置する。 
 
１３．審査項目等
 　　 審査項目、審査評価基準及び配点は、次のとおりとする。
	審査項目
	審査評価基準
	配点

	[bookmark: _Hlk227668647]企業実績・
実施体制
	・他の自治体での「書かない窓口システム」の導入実績は十分にあるか
・導入スケジュールに無理がなく、任せて安心できる体制かどうか
	１０

	機能性と協調性
	・マイナンバーカードを活用した機能になっているか
・自動判定など案内漏れを防ぐような機能になっているか
・ＢＰＲ(業務改善)について会議に同席し柔軟にシステムの設定変更やアドバイスができる協力的な姿勢が見えるか
	１０

	画面デザイン・
操作性
	・住民側の操作が容易で手間が発生しないかどうか
・住民が見る画面の文字やデザインは見やすいものであるか
・何の手続きをしているのか、住民から見てわかりやすいものであるか
・職員画面が直感的に操作しやすい画面であるかどうか
	３５

	保守・運用
サポート体制
	・早急にトラブルが解決できる体制かどうか
・導入前に丁寧な操作研修があり導入後も操作について容易に問合せできる体制かどうか
	２０

	独自提案
	・窓口をさらに便利にするための「プラスアルファの工夫やアイデア」が提案されているか。
・その提案が本町の規模や実情に合っており、「本当に住民や職員の役に立つ（実現可能性が高い）」内容であるか。
	１５

	初期構築経費
	・評価点＝配点×（全提出者内最低提案見積価格）/（提案見積価格）
※小数点以下切り捨て
	５

	運用保守経費
	・評価点＝配点×（全提出者内最低提案見積価格）/（提案見積価格）
※小数点以下切り捨て
	５

	
	合　　計
	１００


 
１４．プレゼンテーション及びデモンストレーションの実施
　（１）日程等
①期日　令和８年５月２９日（金）予定
②場所　川越町役場 ２階 大会議室
（２）方法
①提出された企画提案書等に基づくプレゼンテーション及びデモンストレーションを行う。
１事業者あたりの時間は40分程度（プレゼンテーション２０分以内、デモンストレーション２０分以内、質問１０分以内）の予定である。
②プレゼンテーション等は非公開とし、出席者は、本業務に関わる予定の者４名以内とすること。
③プレゼンテーション等に求める内容は、企画提案書（任意書式）に関するものとする。 
④プレゼンテーションでは、当町でプロジェクター及びケーブルを準備（「Panasonic TH-5600」で、端子はアナログRGB（D-Sub15pin））するが、その他必要な電子機器等は、すべて提案者で用意すること（電源は貸与する。）。

１５．審査
（１）審査方法
①受託候補者は、審査委員会の評価に基づき決定し、総合点の最も高い者を受託候補者として選定する。
②総合点の最も高い者が２者以上いる場合は、初期構築経費の項の得点の最も高い者を受託候補者として選定する。
③上記②の場合において、運用保守経費の項の得点の最も高い者が２者以上いる場合は、抽選により選定する。
（２）結果通知等
審査結果は、参加したすべての者に文書で通知する。ただし、異議申し立ては受け付けない。 

１６．業務委託契約
（１）契約の締結は、第１位候補者と本町との間で協議を行い、協議が成立した場合に地方自治法施行令第167条の２第１項第２号に基づき随意契約を締結することを原則とする。なお、当該契約にあたり、企画提案内容（見積書を含む。）をもって、そのまま契約するとは限らない。 
（２）第１位候補者と契約に至らなかった場合は、第２位候補者と協議を行う。 
 
１７．失格条項
次のいずれかに該当する場合は、無効又は失格とする。
（１）上記５に定める参加資格等を満たしていない場合
（２）提出書類の提出方法や提出期限を遵守しない場合
（３）提出書類の内容に虚偽の記載が認められた場合
（４）契約上限額を超える金額で見積書を提出した場合
（５）本要領に定める手続き以外の方法により、審査委員会の審査委員又は本町関係者に対し、本
プロポーザルに対する援助を直接又は間接に求めた場合
（６）その他公平な審査を妨害する行為があったと認められた場合
 
１８．その他
（１）企画提案書等の作成及び提出、プレゼンテーション等に伴う一切の経費は、すべて参加者の負担とする。
（２）提出された企画提案書等の書類は、返却しない。
（３）審査結果に関する意義申し立ては受け付けない。
（４）理由を問わず、参加申込書及び企画提案書等の提出期限の延長は行わない。
（５）最終的に選出された事業者に対し協議を行い、契約内容の調整を行った上で決定する。交渉が不調に終わった場合は、次点の業者と再度協議を行うものとする。
（６）本プロポーザルへの参加を承諾した事業者が１者の場合であってもプレゼンテーションは行うものとし、審査の結果、提案内容が仕様を満たしていると認められる場合には、その事業者を契約候補者に決定する。
（７）提出書類については、本業務の審査以外の目的には使用しない。
（８）提出された書類は、本プロポーザル実施期間中を除き、川越町情報公開条例の規定により第三者に公開される場合がある。





１９．問い合わせ（書類提出先・質問書送付先） 
川越町役場　企画情報課
〒510-8588　三重県三重郡川越町大字豊田一色２８０番地
電話番号　０５９－３６６－７１１２
ＦＡＸ    ０５９－３６４－２５６８
Ｅ－mail   k-kikaku@town.kawagoe.mie.jp
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